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県
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示
第
四
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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二
千
百
二
十
八
号

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

(

月
曜
日)



� �

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
四
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
四
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
四
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
五
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

青 森 県 報平成15年１月27日 月曜日 第2128号 �

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ジ
ャ

パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

北
海
道
札
幌
市
清

田
区
真
栄
五
条
二

丁
目
一
の
五

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ハ
ッ
ピ
ー
青

森

青
森
市
勝
田
一
丁

目
二
の
一
二

平
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居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

博
陽
会

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
四
四
の
九

社
会
福
祉
法
人
博

陽
会
希
望
ケ
丘
居

宅
介
護
支
援
事
業

所

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
四
四
の
九

平
成
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の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
五
十
一
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
二
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

第
二
号
の
表
中

｢

は
ま
な
す
農
業
協
同
組
合
大
畑
出
張

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑

所

を
削
る
。

は
ま
な
す
農
業
協
同
組
合
佐
井
出
張

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井

所

｣

公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

平
成
十
四
年
十
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
ユ
ー
ト
リ
ー
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

平
木

久
也

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
桜
川
六
丁
目
一
〇
の
一
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
人
類
と
た
ば
こ
の
係
わ
り
や
、
社
会
生
活
全
般
に
お
け
る
た
ば
こ
の
問
題
に
つ

い
て
調
査
研
究
す
る
と
共
に
、
マ
ナ
ー
の
向
上
、
環
境
保
全
及
び
青
少
年
健
全
育
成
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
も
っ
て
文
化
的
明
る
い
社
会
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
驥
北
会

三

代
表
者
の
氏
名

中
野
渡

利
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
佐
井
幅
一
一
五
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
心
身
に
障
害
を
持
っ
た
人
、
高
齢
者
及
び
悩
み
を
持
っ
た
青
少
年
に
対
し
て
、

豊
か
な
自
然
環
境
の
中
で
の
動
物
や
植
物
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
心
身
を
充
実
さ
せ
、
社
会
復

帰
を
め
ざ
す
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
事
業
を
行
い
、
人
と
人
と
の
交
流
及
び
地
域
社
会
の
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
い
ゆ
う

三

代
表
者
の
氏
名

大
谷

圭
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
狐
森
字
浅
井
七
〇
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
宅
で
生
活
す
る
障
が
い
者
の
方
々
に
対
し
て
、
就
労
す
る
上
で
の
支
援
、
並

び
に
生
活
を
楽
し
み
、
生
き
が
い
を
見
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
活
動
を
行
い
、
障
が
い
者
が
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お
い
て
自
由
な
社
会
参
加
が
で
き
、
そ
し
て
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
全
て
の
段
階
に
お

い
て
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
活
動
が
で
き
る
社
会
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
祉
の
向
上
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

患
者
監
視
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
管
理
調
達
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

樋
口
ホ
ス
ピ
タ
ル
サ
プ
ラ
イ
株
式
会
社

青
森
市
虹
ケ
丘
一
丁
目
五
の
六

六

契
約
金
額

八
千
七
百
六
十
七
万
五
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
四
年
十
一
月
十
三
日
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特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

病
院
用
ベ
ッ
ド

三
百
九
十
三
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
管
理
調
達
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

樋
口
ホ
ス
ピ
タ
ル
サ
プ
ラ
イ
株
式
会
社

青
森
市
虹
ケ
丘
一
丁
目
五
の
六

六

契
約
金
額

一
億
一
千
三
百
四
十
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

一
般
競
争
入
札
に
付
し
た
と
こ
ろ
落
札
者
が
な
く
、
再
度
の
入
札
に
付
し
て
も
落
札
者
が
な
い

た
め
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第

六
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
四
年
十
一
月
十
三
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

無
菌
調
剤
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
管
理
調
達
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

東
北
化
学
薬
品
株
式
会
社
青
森
支
店

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
三
の
一
〇

六

契
約
金
額

四
千
七
百
四
万
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
四
年
十
一
月
十
三
日
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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